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小
平
市
長

表２　一部負担金の月額上限額
自己負担限度額（外来＋入院）

負担
割合区　分 （世帯単位）外　来

（個人ごとに計算）
４０，２００円／月１２，０００円／月１割一　　　般

２４，６００円／月 ８，０００円／月１割限度額適用
認 定 者

※限度額適用認定者とは、住民税非課税世帯で、限度額
適用証を交付されている方です。

表１　本人所得制限基準額表
基準額扶養親族の数

２，５７２，０００円０人
３，０５２，０００円１人
３，４３２，０００円２人

１人につき３８万円加算３人以上
※基準額は収入額ではありません。収入
金額から所得控除額（一部を除く）を
差し引いた額です。

��福福 医 療 証 を医 療 証 を
7月に更新しま7月に更新しますす

　

日
中
に
市
税
の
納
付
や

納
税
相
談
が
で
き
な
い
方

の
た
め
に
、
夜
間
窓
口
を

開
設
し
ま
す
の
で
、
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

と　

き　

６
月　

日（
月
）

２７

　

午
後
５
時
〜
８
時

と
こ
ろ　

市
役
所
２
階
収

納
課

※
当
日
の
入
口
は
庁
舎
北

側
と
な
り
ま
す
。

※
来
庁
の
際
は
納
税
通
知

書
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

収
納
課
�　
０４２

（
３
４
６
）
９
５
２
７
・

９
５
２
８

 
日　

程　

▽
７
月
９
日
（
土
）

…
喜
平
地
域
セ
ン
タ
ー

▽
７
月　

日
（
土
）
…
中
島
地

１６

域
セ
ン
タ
ー

▽
７
月　

日
（
土
）
…
大
沼
地

２３

域
セ
ン
タ
ー

▽
８
月
６
日
（
土
）
…
美
園
地

域
セ
ン
タ
ー

※
時
間
は
、
い
ず
れ
も
午
後
７

時
〜
９
時
。

※
車
で
の
来
場
は
ご
遠
慮
く
だ

さ
い
。

問
合
せ　

秘
書
広
報
課
�　
０４２

（
３
４
６
）
９
５
０
８

７
月
・
８
月
の

タ

ウ

ン

ミ
ー
テ
ィ
ン
グ

る
日

勤
務
時
間　

原
則
と
し
て
午
後

１
時
〜
６
時

募
集
人
数　

５
人
程
度

�
夏
休
み
勤
務

勤
務
期
間　

７
月　

日
（
木
）

２１

〜
８
月　

日
（
水
）

３１

※
原
則
と
し
て
土
曜
・
日
曜
日

を
除
く
。

勤
務
時
間　

�
午
前
８
時　

分
３０

〜
午
後
１
時　

分
３０

�
午
後
１
時
〜
６
時

�
午
後
４
時
〜
６
時

募
集
人
数　

�
〜
�
い
ず
れ
も

　

人
程
度

１５
 

職
務
内
容　

市
立
小
学
校
に
併

設
し
て
い
る
学
童
ク
ラ
ブ
で
の

小
学
校
低
学
年
児
童
の
保
育

応
募
資
格　
　

歳
以
上
（
高
校

１８

生
を
除
く
）
の
健
康
な
方
で
、

障
が
い
児
な
ど
に
理
解
の
あ
る

方※
採
用
者
に
は
、
後
日
、
事
前

�
�
共　

通
�
�

と
、
一
定
の
割
引
・
サ
ー
ビ
ス

が
受
け
ら
れ
ま
す
。

※
１
回
の
買
い
物
に
つ
き
チ
ケ

ッ
ト
１
枚
の
利
用
と
し
、
発
送

料
・
セ
ー
ル
商
品
・
特
売
期
間

中
を
除
き
ま
す
。

問
合
せ　

ま
ち
づ
く
り
課
�　
０４２

（
３
４
６
）
９
５
５
４

 
�
平
日
勤
務

勤
務
期
間　

市
が
別
に
指
定
す

学

童

ク

ラ

ブ

臨
時
職
員
募
集

す
。

問
合
せ　

ま
ち
づ
く
り
課
�　
０４２

（
３
４
６
）
９
５
５
４

 　

に
じ
バ
ス
事
業
と
商
店
街
と

の
連
携
、
商
業
の
活
性
化
を
図

っ
て
い
く
た
め
に
、「
に
じ
バ

ス
協
力
店
お
得
チ
ケ
ッ
ト
」
の

に
じ
バ
ス
協
力
店

お
得
チ
ケ
ッ
ト
が

好

評

で

す

�
第
１
回　

総
合
的
な
交
通
体

系
の
あ
り
方
懇
談
会

と　

き　

６
月　

日
（
火
）　

２８

午
後
３
時
〜
５
時

と
こ
ろ　

中
央
公
民
館
ホ
ー
ル

問
合
せ　

ま
ち
づ
く
り
課
�　
０４２

（
３
４
６
）
９
５
５
４

 　

西
武
多
摩
湖
線
と
青
梅
街
道

で
分
割
し
た
４
地
区
か
ら
各
１

人
を
選
出
（
Ａ
地
区
は
市
北
西

部
、
Ｂ
地
区
は
市
南
西
部
、
Ｃ

地
区
は
市
北
東
部
、
Ｄ
地
区
は

市
南
東
部
）
し
ま
し
た
（
下

表
）。

　

今
後
こ
の
地
区
別
に
地
域
懇

談
会
を
開
催
し
て
い
き
ま
す
。

※
懇
談
会
は
、
７
月
・
９
月
・

　

月
の
３
回
を
予
定
し
て
い
ま

１１
総
合
的
な
交
通
体
系
の

あ

り

方

懇

談

会

市
民
公
募
委
員
が

決
ま
り
ま
し
た

 　

そ
れ
ぞ
れ
傍
聴
で
き
ま
す
の

で
、
当
日
、
会
場
へ
。

�
小
平
市
長
期
総
合
計
画
基
本

構
想
審
議
会

日　

程　

▽
第
７
回
…
６
月　
２２

日
（
水
）　

午
後
２
時
〜
４
時

　

市
役
所
５
階
５
０
３
会
議
室

▽
第
８
回
…
７
月
６
日
（
水
）

　

午
後
２
時
〜
４
時　

市
役
所

５
階
５
０
５
会
議
室

問
合
せ　

都
市
経
営
部
計
画
調

整
�　

（
３
４
６
）
９
５
８
２

０４２

�
第
１
回　

小
平
市
高
齢
者
保

健
福
祉
計
画
・
介
護
保
険
事
業

計
画
検
討
委
員
会

と　

き　

６
月　

日
（
木
）　

２３

午
後
２
時
か
ら

と
こ
ろ　

健
康
福
祉
事
務
セ
ン

タ
ー
２
階
第
３
・
４
会
議
室

問
合
せ　

高
齢
者
福
祉
課
�　
０４２

（
３
４
６
）
９
５
３
７

審
議
会
な
ど
の

審
議
会
な
ど
の

日

程

日

程
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

説
明
会
を
行
い
ま
す
。

賃　

金　

時
給
８
百　

円
９０

申
込
み　

履
歴
書
（
写
真
を
は

っ
た
も
の
）
を
問
合
せ
先
へ
本

人
が
持
参

問
合
せ　

児
童
課
�　

（
３
４

０４２

６
）
９
５
４
３

 
職
務
内
容　

市
立
保
育
園
で
の

保
育
補
助

応
募
資
格　
　

歳
以
上
（
高
校

１８

生
を
除
く
）
で
、
健
康
な
方

勤
務
期
間　

７
月　

日
（
木
）

２１

〜
８
月　

日
（
水
）
の
間
で
保

３１

育
課
の
指
定
す
る
日

勤
務
時
間　

平
日
…
午
前
８
時

　

分
〜
午
後
５
時

３０賃　

金　

時
給
８
百　

円
、
有

５０

資
格
者
は
８
百　

円
９０

申
込
み　

履
歴
書
ま
た
は
所
定

の
申
込
書
（
写
真
を
は
っ
た
も

の
）、
保
育
士
資
格
の
あ
る
方

は
資
格
証
の
写
し
を
問
合
せ
先

へ
本
人
が
持
参

市

立

保

育

園

臨
時
職
員
募
集

夏
休
み

問
合
せ　

保
育
課
�　

（
３
４

０４２

６
）
９
５
９
４

 
仕
事
の
内
容　

決
め
ら
れ
た
調

査
区
内
の
各
家
庭
へ
の
訪
問
、

調
査
票
の
配
布
・
回
収
・
整
理

応
募
資
格　

�　

歳
以
上
で
税

２０

務
・
警
察
に
直
接
関
係
の
な
い

方　

�
被
選
挙
者
、
選
挙
事
務

所
の
職
員
で
な
い
方　

�
調
査

内
容
の
秘
密
を
守
れ
る
方

※
調
査
期
間
中
は
、
非
常
勤
の

国
家
公
務
員
の
身
分
と
な
り
ま

す
。

調
査
期
間　

９
月
下
旬
〜　

月
１０

中
旬
（
８
月
下
旬
〜
９
月
上
旬

に
事
前
説
明
会
が
あ
り
ま
す
）

報　

酬　

１
調
査
区
当
た
り
４

万
５
千
円
前
後

申
込
み　

所
定
の
申
込
書
（
問

合
せ
先
に
あ
り
ま
す
）
に
記
入

の
う
え
、問
合
せ
先
へ
持
参（
定

員
に
な
り
し
だ
い
終
了
）

問
合
せ　

行
政
経
営
課
統
計
係

（
市
役
所
５
階
５
０
４
会
議
室
）

�　

（
３
４
６
）
９
５
１
２

０４２ 調

査

員

募

集

平
成　

年
国
勢
調
査

１７

　

私
の
公
約
で
あ
る
タ
ウ

ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
が
ス
タ

ー
ト
。

　

人
が
集
ま
る
だ
ろ
う

か
、
要
求
・
要
望
で
私
が

突
き
上
げ
ら
れ
る
の
で
は

な
い
か
。
不
安
は
尽
き
な

か
っ
た
が
、
予
想
は
大
き

く
外
れ
た
。

　

参
加
者
は
平
均　

人
に

６０

も
及
び
、
会
場
に
入
り
き

れ
な
い
日
も
。

　

み
ん
な
が
建
設
的
な
発

言
で
、
市
民
の
力
の
大
き

さ
を
し
み
じ
み
と
感
じ

た
。

　

当
日
の
進
行
は
集
ま
っ

た
人
で
ル
ー
ル
を
決
め
、

み
ん
な
で
決
め
た
ル
ー
ル

だ
か
ら
と
、
破
る
者
は
い

な
い
。

　

そ
こ
に
、
民
主
主
義
の

原
点
を
改
め
て
感
じ
た
。

タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ

　

○福
 

制
度
は
昭
和　

年
６
月　

１２

３０

日
ま
で
に
生
ま
れ
た　

歳
未
満

７０

の
都
民
を
対
象
に
し
た
、
東
京

都
の
実
施
す
る
医
療
費
助
成
制

度
で
す
。

　

現
在
お
持
ち
の
○福
 

医
療
証
は

６
月　

日
で
期
限
が
切
れ
ま
す

３０

の
で
、
所
得
の
判
定
を
行
い
７

月
に
更
新
し
ま
す
。
該
当
す
る

方
に
は
、
７
月
１
日
か
ら
使
用

す
る
新
し
い
○福
 

医
療
証
を
６
月

中
に
届
く
よ
う
発
送
し
ま
す
。

　

７
月
以
降
に
受
診
す
る
場
合

は
、
必
ず
新
し
い
○福
 

医
療
証
を

病
院
な
ど
の
窓
口
に
提
示
し
て

く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
所
得
判
定
の
結
果
、

更
新
で
き
な
い
方
に
は
、
助
成

事
由
消
滅
通
知
書
を
送
り
ま

す
。

※
新
規
に
申
請
し
た
方
で
、
所

得
制
限
基
準
額
（
表
１
）
を
超

え
る
方
に
は
、
非
対
象
者
決
定

通
知
書
を
送
り
ま
す
。

�
○福
 

制
度
の
内
容
・
対
象
者

　

○福
 

医
療
証
を
医
療
機
関
な
ど

の
窓
口
に
提
示
す
る
と
、
保
険

対
象
医
療
費
の
自
己
負
担
割
合

が
１
割
に
な
り
ま
す
。
さ
ら

に
、
１
か
月
の
自
己
負
担
額
に

上
限
額
が
あ
り
、
超
え
た
分
を

償
還
す
る
制
度
で
す
（
表
２
）。

　

対
象
者
は
、
次
の
す
べ
て
の

要
件
に
該
当
す
る
方
で
す
。

▽
昭
和　

年
６
月　

日
ま
で
に

１２

３０

生
ま
れ
た
満　

歳
未
満
の
方

７０

▽
国
民
健
康
保
険
（
国
民
健
康

保
険
組
合
を
含
む
）
の
加
入
者

お
よ
び
各
種
社
会
保
険
の
被
扶

養
者

▽
本
人
の
所
得
が
所
得
制
限
基

準
額
以
下
の
方
（
表
１
）

※
○老
 

老
人
保
健
制
度
、
○障
 

心
身

障
害
者
医
療
費
助
成
制
度
、
生

活
保
護
の
受
給
者
を
除
く
。

　

該
当
す
る
方
で
○福
 

医
療
証
を

未
交
付
の
方
は
、
健
康
保
険
証

と
印
鑑
を
持
参
の
う
え
、
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

※
○福
 

制
度
は
、
平
成　

年
６
月

１９

で
終
了
す
る
た
め
、
昭
和　

年
１２

７
月
１
日
以
降
に
生
ま
れ
た
方

は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

※
満　

歳
に
な
る
と
、
誕
生
月

７０

の
翌
月
か
ら
高
齢
受
給
者
証
が

交
付
さ
れ
ま
す
。
詳
し
く
は
、

加
入
の
健
康
保
険
に
問
い
合
わ

せ
て
く
だ
さ
い
。

�
限
度
額
適
用
認
定

　

住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
は

１
か
月
の
一
部
負
担
金
の
上
限

額
が
軽
減
さ
れ
ま
す
（
表
２
）。

軽
減
を
受
け
る
に
は
、
○福
 

限
度

額
適
用
認
定
の
申
請
が
必
要
で

す
。

　

健
康
保
険
証
、
○福
 

医
療
証
、

印
鑑
を
持
参
の
う
え
、
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。

※
世
帯
員
の
中
に
住
民
税
未
申

告
の
方
が
い
る
と
、
限
度
額
適

用
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
。
必
ず
所
得
の
申
告

を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
限
度
額
適
用
認
定
を
受
け
て

い
る
方
の
入
院
時
食
事
代
の
軽

減
に
つ
い
て
は
、
加
入
の
健
康

保
険
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

高
齢
者
福
祉
課
医
療

係
（
市
役
所
１
階
）
�　

（
３

０４２

４
６
）
９
５
３
８

 　

平
成　

年
１
月
２
日
以
降
に

１７

新
築
・
増
築
さ
れ
た
家
屋
に
つ

い
て
、
税
務
課
の
職
員
が
調
査

に
伺
い
ま
す
。

　

こ
の
調
査
は
、
平
成　

年
度

１８

か
ら
新
た
に
固
定
資
産
税
・
都

市
計
画
税
を
課
税
す
る
に
あ
た

り
評
価
額
を
算
出
す
る
た
め
、

家
屋
に
使
用
さ
れ
て
い
る
資
材

や
仕
上
げ
な
ど
を
部
屋
ご
と
に

調
査
す
る
も
の
で
す
。

　

調
査
の
対
象
と
な
る
家
屋
の

所
有
者
の
方
に
は
、
個
別
に
連

絡
を
し
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

※
家
屋
を
取
り
壊
し
た
場
合
は

家

屋

調

査

に

ご

協

力

を

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※
職
員
は
、
身
分
を
証
明
す
る

徴
税
吏
員
証
を
携
帯
し
て
い
ま

す
。

問
合
せ　

税
務
課
家
屋
評
価
係

�　

（
３
４
６
）
９
５
２
５

０４２

 　

月　

�
を
限
度
と
し
て
１
�

５０

に
つ
き
ガ
ソ
リ
ン
税
額
相
当
分

　

円
を
補
助
し
ま
す
。

５４請
求
方
法　

７
月
１
日
（
金
）

〜　

日
（
月
）
に
、
４
月
〜
６

１１
月
分
の
領
収
書
と
印
鑑
、
受
給

者
カ
ー
ド
を
持
参
の
う
え
、
障

害
者
福
祉
課
（
健
康
福
祉
事
務

セ
ン
タ
ー
１
階
）、
東
部
・
西
部

出
張
所
、
高
齢
者
福
祉
課
医
療

係
（
市
役
所
１
階
）
へ

※
支
払
い
は
、
８
月
下
旬
の
予

定
で
す
。

問
合
せ　

障
害
者
福
祉
課
�　
０４２

（
３
４
６
）
９
５
４
０

ガ
ソ
リ
ン
費
の

補

助

請

求

を

心
身
障
が
い
者
自
動
車

利
用
を
開
始
し

て
い
ま
す
。

　

こ
の
お
得
チ

ケ
ッ
ト
は
、
に

じ
バ
ス
回
数
乗

車
券
の
左
端
に

添
付
さ
れ
、
バ

ス
車
内
に
掲
示

さ
れ
る
協
力
店

に
持
参
す
る

住　　所氏　名地　区

栄町二丁目高橋　学Ａ地区

上水新町三丁目小森　章Ｂ地区

大沼町二丁目富田　早苗Ｃ地区

鈴木町一丁目楠脇　厚子Ｄ地区

◇
市
民
税
・
都
民
税
の
普

通
徴
収
（
第
１
期
）

※
納
付
は
、
６
月　

日
３０

（
木
）
の
納
期
限
ま
で
に

お
願
い
し
ま
す
。

※
便
利
で
納
め
忘
れ
の
な

い
口
座
振
替
を
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

６月

今月の

６
月　

日
（
月
）
に
開
設

２７

夜
間
の
納
税
窓
口


